
特 記 仕 様 書 

 

第 １ 条  適 用 範 囲 

 

１ 本業務は、この特記仕様書に基づいて実施するものとする。 

２ 委託業務の名称：令和７年度ほ場整備状況撮影業務 

３ 業務の概要：空中写真撮影業務 １式 

４ 業務位置：下記一覧表のとおり   

 

管内 地区名 所在地 
備考 

工事実施前 工事実施後 

県中農林事務所 沢井
さ わ い

 石川町大字沢井  ○ 

〃 山口
やまぐち

 田村市都路町古道  ○ 

〃 地
じ

見 城
けんじょう

 田村市都路町岩井沢  ○ 

〃 上岩
かみいわ

井沢
い さ わ

 田村市都路町岩井沢  ○ 

〃 西向
にしむき

 田村市常葉町西向  ○ 

〃 北 移
きたうつし

 田村市船引町北移  ○ 

〃 外
と

槇
まき

 石川町字宝殿前 ○  

〃 荒屋
あ ら や

郷
ごう

 浅川町大字里白石 ○  

〃 北屋敷
きたやしき

 平田村大字上蓬田 ○  

県南農林事務所 泉田
いずみだ

 白河市泉田 ○  

相双農林事務所 小
お

高東部
だかとうぶ

 南相馬市小高区泉沢  ○ 

〃 岡田
お か だ

 南相馬市小高区岡田  ○ 

〃 栃窪
とちくぼ

 南相馬市鹿島区栃窪  ○ 



〃 山下
やました

 南相馬市鹿島区山下 ○  

〃 小
お

高北部
だかほくぶ

 南相馬市小高区北鳩原 ○  

〃 請
うけ

戸
ど

 双葉郡浪江町請戸 ○  

〃 下羽鳥
しもはとり

 双葉郡双葉町下羽鳥 ○  

〃 広野
ひ ろ の

 双葉郡広野町  ○ 

計 18 地区  ８地区 10 地区 

 

第 ２ 条  目   的  

    本業務は、ほ場整備の実施前または実施後等の状況を空中から撮影し、その写真を農業農村整備事業のＰＲ等に活用するものである。 

 

第 ３ 条    業 務 内 容 

  業務内容は、次のとおりである。 

  １ ＵＡＶ（小型無人航空機）による空中からの静止画の撮影。 

２ カメラは、2,000 万画素以上の規格とする。 

  ３ １地区当たりの撮影枚数は１２枚程度を標準とする。 

  ４ １地区当たりの編成は、操縦者１名、補助者１名を標準とする。 

  ５ 撮影日時については関係農林事務所職員と調整のうえ、決定すること。各農林事務所の担当職員連絡先については監督員より通知する。 

  ６  撮影位置、撮影方向、撮影角度については各撮影現地にて関係農林事務所職員と協議すること。 

７ 撮影高度は地表又は水面から 150ｍ以上 500ｍ未満とし、各撮影現地にて関係農林事務所職員と協議すること。 

８ 高度 150m 以上を飛行するため、関係機関への飛行許可の申請を行い、許可を得ること。 

９ 作業開始前に業務計画書を提出すること。 

 

第 ４ 条  提 出 書 類 

  受注者は下記に示す書類を、監督員を経て、遅滞なく提出しなければならない。 

１ 委託業務着手届（様式１） 

２ 主任技術者通知書（様式２） 

３ 作業工程表（様式３） 

４ 委託業務完了届（様式４） 

５ 成果品目録及び成果品 



６ その他監督員が必要と認めたもの 

 

第 ５ 条    打 合 せ 

  打合せの時期及び回数は次のとおりとする。 

  １ 業務着手前 １回 

  ２ 成果品納入時 １回 

   

第 ６ 条  成 果 品 

  １ 成果品は、下記に示すものとする。 

   （１）ＤＶＤ－Ｒ １枚（全撮影写真） 

   （２）その他監督員の指示するもの 

  ２ 成果品の提出先は下記のとおりとする。 

     福島県農林水産部 農村整備総室 農村基盤整備課 

３ 成果品の版権 

本成果品の版権は福島県に帰属するものとする。 

   

 

第 ７ 条  定めなき事項 

  この仕様書に定めなき事項またはこの作業の施行にあたり疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議するものとする。  

 

第 ８ 条  関係法令の遵守 

本業務は、業務委託契約書及び本仕様書によるほか、航空法（昭和 27 年法律第 231 号）その他関係法令等に基づき実施する。 



令和７年度ほ場整備状況撮影業務

福島県石川町外

　　令和７年５月20日以降
・　本工事（業務）の工事価格の積算に使用した積算基準書等は以下のとおりです。
・　本副本に添付されている施工単価表の歩掛構成については、積算基準により確認してください。
　　（積算システムで歩掛構成の全てが表記されない場合があります）
・　なお、公表図書の閲覧場所等の詳細については農林技術課、土木部技術管理課のホームページを参照してください。
・　また、閲覧可能な図書については農村基盤整備課での閲覧が可能です

諸経費 歩掛 単価 参考

公表図書

○ 公表図書

市販図書

市販図書

市販図書

市販図書

市販図書

市販図書

公表図書

公表図書

公表図書

公表図書

非売品、閲覧可

市販図書

○ ○

○ 閲覧可

　治山林道必携　調査・測量・設計編

　農業集落排水施設標準積算指針

　土木工事標準積算基準

福島県土木部　発行

　土木関係委託設計基準

　土木関係委託設計単価表

全国簡易水道協議会　発行

一般社団法人　農業農村整備情報総合センター　発行

　農林水産省　土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）

　水道事業実務必携

　農林水産省　土地改良工事積算基準（機械経費）

　農林水産省　土地改良工事積算基準（施設機械）

地 区 （ 路 線 ） 名

　農林水産省　土地改良工事積算基準（土木工事）

単 価 期 適 用 年 月 日

基　準　名

福島県農林水産部　発行

　施工単価表（福島県独自条件表）

業 務 名

　農林土木事業原単価表/農業集落排水事業設計単価表（汚水処理施設）

一般社団法人　日本治山治水協会・日本林道協会　発行

　治山林道必携　積算・施工編

一般社団法人　地域資源循環技術センター　発行

　土木事業単価表

見積書

　換地業務の経費算定について(平成4年8月21日4-7最終改正平成27年3月31日付け26農振第2262号）
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